
歯科初診料について 
口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとに交換し、専用の機器を用

いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な院内感染防止対策を講じています。 

感染症患者様に対する歯科診療に対応する体制を確保しています。 

歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を 4 年に 1 回以上、定期的に受講し

ている常勤の歯科医師を１名以上配置しています。 

職員を対象とした院内感染防止対策に係る標準予防策等の院内研修等を実施して

います。 

見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っています。 

年に 1回、院内感染対策の実施状況等について、様式 2の 7により地方厚生（支）局

長に報告しています。 

 

歯科外来診療医療安全対策加算 1について 
偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了

した常勤の歯科医師を 1名以上配置しています。 

歯科医師の複数名配置、又は歯科医師と歯科衛生士をそれぞれ 1 名以上配置して

います。 

患者様にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な装置・器具

等を有しています。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることが

わかる院内掲示を行っています。 

当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施し

ている旨の院内掲示を行っています。 

歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善

を実施する体制を整備しています。 

医療安全管理者を設置しており、歯科医療を担当する保険医療機関です。 

見やすい場所に、緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、

歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っています。 

 

歯科外来診療感染対策加算 1について 
歯科医療を担当する保険医療機関です。 

歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行なっています。 

歯科医師の複数名配置、又は歯科医師を 1 名以上配置かつ歯科衛生士もしくは院

内感染防止対策に係る研修を受けた職員を 1名以上配置しています。 



院内感染管理者を配置し、院内感染防止対策に係る研修を受けた職員を配置してい

ます。 

歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を

吸収できる環境を確保しています。 

 

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレーについて 
当院では、歯科補綴治療に関する専門知識を持ち 3 年以上の経験を有する歯科医

師を 1 名以上配置しています。CAD/CAM 冠・CAD/CAM インレーを用いて治療を行

っています。 

 

クラウン・ブリッジ維持管理料について 

装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2 年間の維持管理に取り組んで

います。異常を感じた場合は、早めにご相談ください。 

 

口腔粘膜処置について 
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。 

 

 レーザー機器加算について 
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器

を使用した手術を行っています。 

 

明細書発行体制等について 
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 

なお、必要のない場合にはお申し出ください。 

または領収証の発行とあわせて、明細書の発行を(公費負担医療受給者で医療費の

自己負担がない方にも)無料で行っております。必要がない方はお申し出下さい。 

または当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点

から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行

しております。 

明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。 

明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。 


